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○
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

修

正

案

現

行

案

第
一
条
～
第
八
条

（
略
）

第
一
条
～
第
八
条

（
略
）

（
許
可
を
要
し
な
い
役
務
取
引
等
）

（
許
可
を
要
し
な
い
役
務
取
引
等
）

第
九
条

令
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る

第
九
条

令
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る

取
引
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
取
引
と
す
る
。

取
引
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
取
引
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

令
別
表
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
（
宇
宙
開
発
に
関
す
る
日
本
国
と
ア

二

令
別
表
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
（
宇
宙
開
発
に
関
す
る
日
本
国
と
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
力
に
関
す
る
交
換
公
文
に
基
づ
き
我
が

メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
力
に
関
す
る
交
換
公
文
に
基
づ
き
我
が

国
に
移
転
さ
れ
た
技
術
を
除
く
。
）
を
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二

国
に
移
転
さ
れ
た
技
術
を
除
く
。
）
を
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
四

十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
。
以
下
「
輸
出
令
」
と
い
う
。
）
別

の
二
に
掲
げ
る
地
域
に
お
い
て
提
供
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
防
衛
庁

表
第
四
の
二
に
掲
げ
る
地
域
に
お
い
て
提
供
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、

長
官
が
行
う
も
の

防
衛
庁
長
官
が
行
う
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

四

令
別
表
の
一
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
を
同
表
下
欄
に
掲
げ

四

令
別
表
の
一
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
を
同
表
下
欄
に
掲
げ

る
地
域
に
お
い
て
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、

る
地
域
に
お
い
て
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、

当
該
技
術
に
係
る
情
報
を
記
録
し
た
も
の
の
引
渡
し
を
伴
わ
な
い
も

当
該
技
術
に
係
る
情
報
を
記
録
し
た
も
の
の
引
渡
し
を
伴
わ
な
い
も

の
又
は
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
場
合
に
も
該
当
し
な
い
も
の

の
又
は
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
場
合
に
も
該
当
し
な
い
も
の

イ

そ
の
技
術
が
輸
出
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
核

イ

そ
の
技
術
が
輸
出
貿
易
管
理
令
第
四
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規

兵
器
等
（
ロ
に
お
い
て
単
に
「
核
兵
器
等
」
と
い
う
。
）
の
同
号

定
す
る
核
兵
器
等
（
ロ
に
お
い
て
単
に
「
核
兵
器
等
」
と
い
う
。

イ
に
規
定
す
る
開
発
等
（
ロ
に
お
い
て
単
に
「
開
発
等
」
と
い
う

）
の
同
号
イ
に
規
定
す
る
開
発
等
（
ロ
に
お
い
て
単
に
「
開
発
等



- 2 -

。
）
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
経
済
産

」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し

業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
と
き
。

て
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
と
き
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

五

公
知
の
技
術
を
提
供
す
る
取
引
又
は
技
術
を
公
知
と
す
る
た
め
に

当
該
技
術
を
提
供
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

イ

新
聞
、
書
籍
、
雑
誌
、
カ
タ
ロ
グ
、
電
気
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

上
の
フ
ァ
イ
ル
等
に
よ
り
、
既
に
不
特
定
多
数
の
者
に
対
し
て
公

開
さ
れ
て
い
る
技
術
を
提
供
す
る
取
引

ロ

学
会
誌
、
公
開
特
許
情
報
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
議
事
録
等

不
特
定
多
数
の
者
が
入
手
可
能
な
技
術
を
提
供
す
る
取
引

ハ

工
場
の
見
学
コ
ー
ス
、
講
演
会
、
展
示
会
等
に
お
い
て
不
特
定

多
数
の
者
が
入
手
又
は
聴
講
可
能
な
技
術
を
提
供
す
る
取
引

ニ

ソ
ー
ス
コ
ー
ド
が
公
開
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る

取
引

ホ

学
会
発
表
用
の
原
稿
又
は
展
示
会
等
で
の
配
布
資
料
の
送
付
、

雑
誌
へ
の
投
稿
等
、
当
該
技
術
を
不
特
定
多
数
の
者
が
入
手
又
は

閲
覧
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
取
引

六

基
礎
科
学
分
野
の
研
究
活
動
に
お
い
て
技
術
を
提
供
す
る
取
引

七

工
業
所
有
権
の
出
願
又
は
登
録
を
行
う
た
め
に
、
当
該
出
願
又
は

登
録
に
必
要
な
最
小
限
の
技
術
を
提
供
す
る
取
引

八

貨
物
の
輸
出
に
付
随
し
て
提
供
さ
れ
る
使
用
に
係
る
技
術
（
プ
ロ

グ
ラ
ム
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
で

あ
っ
て
、
当
該
貨
物
の
据
付
、
操
作
、
保
守
又
は
修
理
の
た
め
の
必

要
最
小
限
の
も
の
を
当
該
貨
物
の
買
主
、
荷
受
人
又
は
需
要
者
に
対
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し
て
提
供
す
る
取
引
（
輸
出
の
許
可
を
受
け
た
日
又
は
貨
物
の
輸
出

契
約
の
発
効
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
降
に
提
供
さ
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
技
術
の
う
ち
、
保
守
又
は
修
理
に
係

る
技
術
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。

イ

当
該
貨
物
の
性
能
、
特
性
が
当
初
提
供
し
た
も
の
よ
り
も
向
上

す
る
も
の

ロ

修
理
技
術
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
当
該
貨
物
の
設
計
、
製
造

技
術
と
同
等
の
も
の

ハ

外
為
令
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
貨
物
の
設
計

、
製
造
に
必
要
な
技
術
が
含
ま
れ
る
も
の

九

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
に
付
随
し
て
提
供
さ
れ
る
使
用
に
係
る
技
術

（
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く

。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
イ
ン
ス
ト
ー
ル
、
操
作
、
保

守
又
は
修
理
の
た
め
の
必
要
最
小
限
の
も
の
を
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

取
引
の
相
手
方
又
は
需
要
者
に
対
し
て
提
供
す
る
取
引
（
役
務
取
引

の
許
可
を
受
け
た
日
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提
供
契
約
の
発
効
し
た
日

の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
降
に
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
。
た
だ

し
、
当
該
技
術
の
う
ち
、
保
守
又
は
修
理
に
係
る
技
術
の
提
供
に
つ

い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

イ

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
機
能
、
特
性
が
当
初
提
供
し
た
も
の
よ
り
も
向

上
す
る
も
の

ロ

修
理
技
術
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
、
製

造
技
術
と
同
等
の
も
の

ハ

外
為
令
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
技
術
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
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の
設
計
、
製
造
に
必
要
な
技
術
が
含
ま
れ
る
も
の

十

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
す
る
取
引
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の

イ

令
別
表
中
欄
に
掲
げ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二

）
に
該
当
す
る
も
の
を
提
供
す
る
取
引
。
た
だ
し
、
輸
出
令
別
表

第
四
の
二
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
提
供
す
る
取
引

（
販
売
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
第
四
号
イ
又
は
ロ

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

（
一
）
購
入
に
関
し
て
何
ら
の
制
限
を
受
け
ず
、
店
頭
に
お
い
て

又
は
郵
便
若
し
く
は
公
衆
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
た
入
出
力

装
置
（
電
話
を
含
む
。
）
に
よ
る
注
文
に
よ
り
、
販
売
店
の
在

庫
か
ら
販
売
さ
れ
る
も
の
又
は
使
用
者
に
対
し
何
ら
の
制
限
な

く
無
償
で
提
供
さ
れ
る
も
の

（
二
）
使
用
に
際
し
て
供
給
者
又
は
販
売
店
の
技
術
支
援
が
不
要

で
あ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
も
の

ロ

令
別
表
の
八
の
項
及
び
九
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
次

の
（
一
）
か
ら
（
三
）
ま
で
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の
を
提
供

す
る
取
引
。
た
だ
し
、
輸
出
令
別
表
第
四
の
二
に
掲
げ
る
地
域
以

外
の
地
域
に
お
い
て
提
供
す
る
取
引
（
販
売
さ
れ
る
も
の
に
限
る

。
）
で
あ
っ
て
、
第
四
号
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

（
一
）
購
入
に
関
し
て
何
ら
の
制
限
を
受
け
ず
、
店
頭
に
お
い
て

又
は
郵
便
若
し
く
は
公
衆
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
た
入
出
力

装
置
（
電
話
を
含
む
。
）
に
よ
る
注
文
に
よ
り
、
販
売
店
の
在
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庫
か
ら
販
売
さ
れ
る
も
の
又
は
使
用
者
に
対
し
何
ら
の
制
限
な

く
無
償
で
提
供
さ
れ
る
も
の
（
外
国
で
の
み
販
売
又
は
無
償
で

提
供
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
販
売
の
態
様
若
し
く
は

無
償
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
書
面
に
よ
り
確
認
で
き
る
も
の
に

限
る
。
）

（
二
）
暗
号
機
能
が
使
用
者
に
よ
っ
て
変
更
で
き
な
い
も
の

（
三
）
使
用
に
際
し
て
供
給
者
又
は
販
売
店
の
技
術
支
援
が
不
要

で
あ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
も
の

ハ

輸
出
令
別
表
第
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
が

告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と
同
時
に
提
供
さ
れ
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
あ
っ
て
、
次
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
該
当
す
る
も
の
を

提
供
す
る
取
引

（
一
）
当
該
貨
物
に
内
蔵
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

書
換
え
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
媒
体
の
取
替
え
が
物
理
的
に
困
難
で

あ
る
も
の

（
二
）
当
該
貨
物
を
使
用
す
る
た
め
に
特
別
に
設
計
さ
れ
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
形
で
も
ソ
ー
ス
コ
ー
ド
が
提
供

さ
れ
な
い
も
の

ニ

役
務
取
引
許
可
を
受
け
て
提
供
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、

次
の
（
一
）
又
は
（
二
）
に
該
当
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
当
初
役
務

取
引
許
可
を
受
け
た
取
引
の
相
手
方
又
は
需
要
者
に
対
し
て
提
供

す
る
取
引

（
一
）
許
可
を
受
け
た
範
囲
を
超
え
な
い
機
能
修
正
を
行
っ
た
も

の
又
は
機
能
修
正
を
行
う
た
め
の
も
の

（
二
）
本
邦
か
ら
輸
出
さ
れ
た
貨
物
を
本
邦
に
お
い
て
修
理
し
た
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後
再
輸
出
さ
れ
る
貨
物
と
同
時
に
提
供
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で

あ
っ
て
、
役
務
取
引
許
可
を
受
け
て
提
供
し
た
も
の
と
同
一
の

も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
条
・
第
十
一
条

（
略
）

第
十
条
・
第
十
一
条

（
略
）


